
水道メーター第 2 類購入単価仕様書 

１．適用範囲 

この仕様は、奈良県広域水道企業団大和郡山事務所(以下「事務所」という。)が使用する新

品及び修理水道メーター（以下「メーター」という。）について規定する。 

 

２．法令等の遵守 

    メーターの納入者（以下「納入者」という。）は計量法及び関係法規等を遵守しなければ      

ならない。 

 

３．適用法令及び適応規格 

(1) 計量法（平成 4年法律第 51号）。以下「法」という。）及び特定計量器検定検査規則（平

成 5年通商産業省令第 70号）とする。 

(2) 水道法施行令（昭和 32年政令第 336 号）に定める厚生労働省令（平成 9年厚生省令第 14

号）「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」で定める基準に適合しなければならな

い。 

(3) 日本工業規格及びその引用規格（最新版を適用する。） 

JIS B 8570-1 （水道メーター及び温水メーター 第 1部：一般仕様） 

JIS B 8570-2 （水道メーター及び温水メーター 第 2部：取引又は証明用） 

JIS  B  7554   (電磁流量計) 

(4) その他関連する法令等 

 

４.メーターに係わる用語 

(1) ｢口径」とは、接続する給水管の呼び口径をいう。 

(2) 「接線流羽根車」とは、計量室内に設けた羽根車にノズルから接線方向に噴射水流を当て、

羽根車を回転させる構造をいう。 

(3) 「たて型軸流羽根車」とは、流水が垂直方向に軸流方向から羽根車に回転を与える構造を

いう。 

(4) 「電磁式」とは、電磁流量計によるものをいう。 

(5) 「デジタル表示」とは、計量値を数字車等の表示によって、積算表示する表示機構の方式

を有するものをいう。本仕様書では分量表示の一部又は全部に、アナログ指示を用いてい

る表示機構についても、デジタル表示と呼ぶ。 

(6) 「修理」とは、量水器の一部（上・下ケース）を再利用し、製造したものを納品すること

をいう。 

その他 JIS Z8103（計測用語）、JIS B 8570-1・-2、JIS B 7554 に定める用語の定義に

よる。 

 

５．検定証印又は基準適合証印は次のいずれかとする。 

(1) 計量法第 72 条第 1項に規定する検定証印（シールに限る。） 

(2) 計量法第 96 条第 1 項に規定する基準適合証印（(3)によるものを除く）（シールに限

る。） 

(3) 指定製造事業者の指定等に関する省令第８条第 4 項に基づき認められた基準適合証印

＜シール＞（平成 13年独立行政法人産業技術総合研究所公告第 30 号による） 

 



６．検定の時期 

計量法に基づく検定合格当月のものを納入できるようメーターの検定を受けること。 

 

７. 特許等の取扱い 

製造に関し特許等に抵触するものがあるときは、すべて製造者の責任において処理しなけ

ればならない。 

 

８. 承認図等の提出 

納入者は、予め事務所が指示する書類及び図面（法及び水道法施行令の基準適合を証明す

るもの、製作図、性能曲線図、製品仕様書及び取扱説明書等）を提出し、承認を受けなけれ

ばならない。承認事項に変更が生じたときは、速やかに変更承認願書と必要図書を添付して

承認を得るものとする。 

 

９．メーターの種類 

  この仕様書で規定するメーターは「表１」による 

表―１（メーターの種類） 

口径(mm) メーターの種類 種類 指針表示形態 

40,50,75,100 はん用型たて型

軸流羽根車式 

乾式直読式 ｱﾅﾛｸﾞ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ併用,ﾌﾗﾝｼﾞ接続 

（ただし、40㎜はﾈｼﾞ接続） 

なお、メーター上部回転式は、除く。 

                                                                      

１０. 材質 

 

(1) 口径 13 ㎜～100 ㎜（接線流羽根車式,はん用型たて型軸流羽根車式）までのメーター

ケースの材質は、鉛レス銅合金（鉛含有量 0.25wt%以下）とし、耐食性、耐久性及び機械

的性質において、JIS H 5120  CAC406 と同様の性能を有すること。 

  新品の場合、最低２回の修理（器差の保証を含む）に適応する耐久性を維持すること。 

 

１１. 塗装及び色相 

 

   鉛レス銅合金製のメーターケースは無塗装とする。但し、無着色透明の酸化防止処理を

行なうこと。補足管等がダクタイル製の場合、エポキシ樹脂粉体塗装をし、塗装色は日本

塗料工業会いろ番号 AN-55（グレー）、色相 Nマルセル値 N5.5 とする。 

   メーターの蓋のみ指定色とし、日本塗料工業会いろ番号 A69-50T（水色）とする。 

１２. 主要寸法 

 

口径(mm) 40 

全長(mm) <245> 

取付ねじ部 
外径(mm) 59.62 

山数 11 

最大表示数値（㎥） 9,999.999 

最小の目盛（Ｌ） 1 

 



 

口径(mm) 50 75 100 

全長<ﾒｰﾀｰ本体>(mm) 560<245> 630<300> 750<350> 

ボルト穴数 4 4 4 

最大表示数値（㎥） 9,999.999 9,999.999 9,999.999 

最小の目盛（Ｌ） 1 1 1 

＜ ＞は、はん用型たて型軸流羽根車式の本体面間寸法（JISB8570-1による） 

＊はん用型（統一型）のメーター及び補足管は、旧水道メーター工業会で取り決めした寸法で

納入すること。 

 

１３. 計量特性 

 

たて型軸流羽根車式 Q3／Q1=100   単位：㎥/ｈ 

口径(mm) 40 50 75 100 

定格最小流量：Q1 0.16 0.4 0.63 1 

転移流量:Q2 0.256 0.64 1.008 1.6 

定格最大流量：Q3 16 40 63 100 

限界流量:Q4 20 50 78.75 125 

 

１４. 付属品 

 

(1) メーター１台に付き、パッキンは 2枚付属すること。 

(2) 50mm 以上のメーターはビクトリックジョイント、伸縮補足管、SUS製（焼付防止処理

品）ボルト・ナット：必要本数、パッキン（全面パッキン）：必要枚数を付属すること。 

なお、ストレーナーの取付方法は、ビス止め又は抜け止めリング止め、材質はステン

レス製、形状は、椀型とすること。 

(3) パッキンの規格は、別途指示されたもの。 

(4) 伸縮補足管の仕様は、別紙を参照すること。 

 

１５．大和郡山市の市章並びにメーター番号の刻印 

 

(１)市章の図案に基づき、メーター蓋の上面並びにメーター上ケースの上面に刻印すること。

（別紙参照） 

(２)メーター発注時に記載されたメーター番号をメーター蓋の上面並びにメーター上ケー

スの上面に市章に続いて刻印すること。 

 

１６．再使用するメーターケースの処理等  

 

  修理（検定付）メーターのケースは再使用するに当り、次の処理を行うこと。  

  (1) 刻印されている既存のメーター番号等は削除し、既存の検定証印または基準適合証印    

は確実に除去する。また、メーターケースの内面及び外面はショットブラスト、洗浄等

により土、さび、塗装、汚れ等の付着物を除去する。清掃・洗浄等に使用する器具、薬

品等はケースに損傷を与え、又は水質に影響を与えるものを使用してはならない。  



  (2) 一般青銅鋳物 6種（JIS H5120 CAC406）で製造したケースの接水部は下表に掲げる鉛

浸出防止対策のいずれかの処理を行うこと。  

 

表面処理方法 処理方法 

表面改質処理 材料表面の鉛を科学的に除去する表面改質 

表面塗装処理 材料表面の樹脂塗料による焼付けコーティング 

 

  (3) 接続端のネジは、必要に応じてネジの立て直しを行うこと。ただし、複数のネジ山を         

またぐキズのある量水器については、再使用しないものとする。 

    (4) 上ケースと下ケースの材質は、同じ材質の組み合わせであること。  

 

１７. 納品及び引き取り 

   納期は、事務所の指示に従い、13～40mm までのメーターは、プラスチック製ケースに

収め、50～100mmまでのメーターは、傷つかないように保護し事務所指定場所へ納品する

こと。 

 

１８. 検査 

   事務所は、納品場所において、仕様書その他関係書類に基づき次の検査を行なう。 

(1) 数量の確認 

(2) 外観検査 

(3) 寸法、ねじ山、フランジ検査 

(4) 検査証印又は基準適合証印 

(5) 水道メーター検査合格証明書（別紙参照）の内容確認 

検査に不合格となったメーターは、事務所の指示に従い交換すること。 

 

１９. 保証及び性能確認 

(1) メーターの保証期間は、納入完了日から起算して 1年後までの期間とし、この期間内

にメーターそのものの瑕疵に基づく異常が生じた場合は、納入者の責任において所要の

修理をするか、又は新品と交換するものとする。 

 (2) 検定満期期間内で事務所が個別にメーターの性能検査を求めた場合には無償で応じ、

報告書を提出するものとする。 

 (3) 新品の場合、将来の修理(最低２回)を保証すること。 

 

２０．その他 

この仕様書に定めのない事項については、事務所と納入者で協議して決定する。 

  



 

２１．入札件名及び各購入予定数量 

 

件名 

種別 
口径 

(mm) 

予

定

数

量 

Q3 R 型式 

水道メーター第２類購入単価その１ ﾊﾞｰﾀｰ φ40 40 16 100 
はん用型たて型軸流

羽根車式乾式直読式 

※バーターで返却するφ４０の量水器は、横型接線流羽根車式となります。 

水道メーター第２類購入単価その２ 新品 φ50  1 40 100 
はん用型たて型軸流

羽根車式乾式直読式 

水道メーター第２類購入単価その３ 修理 φ50 10 40 100 
はん用型たて型軸流

羽根車式乾式直読式 

水道メーター第２類購入単価その４ 新品 φ75 1 63 100 
はん用型たて型軸流

羽根車式乾式直読式 

水道メーター第２類購入単価その５ 修理 φ75 10 63 100 
はん用型たて型軸流

羽根車式乾式直読式 

水道メーター第２類購入単価その６ 新品 φ100 1 100 100 
はん用型たて型軸流

羽根車式乾式直読式 

水道メーター第２類購入単価その７ 修理 φ100  1 100 100 
はん用型たて型軸流

羽根車式乾式直読式 

 

Q3:定格最大流量（㎥/ｈ）Q1:定格最小流量（㎥/ｈ） 

Q3/Q1=R :計量範囲 

・無塗装（酸化防止措置要 蓋は有色 A69-50T） 

・指定するパッキン 

・数量は予定であるので、実際の発注数とは異なります。おおむねの発注予定数量で

各単価を算出してください。 

 



gesui_keiri
タイプライタ
伸縮補足管　   
仕様　１４(４)



○市章及び市旗 

昭和 49 年 1月 17 日 

大和郡山市告示第 3号 

本市の市章及び市旗を次のとおり定める。 

1 市章 

  

 

本市は江戸時代の中期享保 9年(1724)以後、明治ま

で代々柳沢藩治下の城下町であつた。 

市章は、その柳沢家の紋所「郡山花菱」(山の字を四つ配している)を図案化したものである。 

2 市旗 

 

(1) 地色は群青色(マルセル記号 P・B3.5／10.5)とし、その中央に白色の市章を配する。 

(2) A、B 及び Cの比率は 3：2：1.06 とする。 

http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/reiki/reiki_honbun/k404RG00000006.html#l000000000#l000000000
gesui_keiri
テキスト ボックス
市章図案　仕様１５(1)



 

 



奈良県広域水道企業団
企業長　様

照査 検査員

下記のとおり水道メーターの検定（検査）を実施し合格したことを証明します。

１．対象メーター

1 契約番号

2 契約名

契約年月日

検査年月日

メーターの名称

・Ｑ３　・Ｑ３／Ｑ１　・口径

指定メーター番号

２．製品検査

1 器差検査

１）製造者

２）指定事業所番号

３）検定（検査）年月

４）試験方法（装置） ①液体メーター用基準体積管（基準ピストンプルーバー）

②液体メーター用基準タンク（水道メーター用基準タンク）

５）検定流量 Ｑ１： ｍ３／ｈ Ｑ２： ｍ３／ｈ Ｑ３： ｍ３／ｈ
2 圧力検査

3 検査ロット番号

１．指定製造事業者

当社は、指定製造事業者の指定等に関する省令（平成５年通商産業省令第７７号）による

指定製造事業者です。

２．製品検査

ＪＩＳ　Ｂ８５７０－１：２００５　９．製品検査には、個々のメーターについて圧力検査、

器差検査を行うことを規定しています。

３．検査の方法と基準（ＪＩＳＢ８５７０－２：２００７　附属書Ａ（規定）器差検定の方法による。）

１）器差検査：

検定公差

Ｑ１ ±　　５％

Ｑ２ ±　　２％

Ｑ３ ±　　２％

２）圧力検査：最大許容使用圧力の1．6倍の圧力で1分間水圧を与え、

　　漏れがないことを器差検査を行う前に確認する。

３）検査水温：水温０．１℃から３０℃までの任意の温度で行う。

Ｑ２と１．１×Ｑ２との間

０．９×Ｑ３とＱ３との間

水道メーター検査合格証明書

株式会社

検定流量

Ｑ１と１．１×Ｑ１との間

令和○○年○○月○○日　

仕様１８(5)






